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目的 

 

 放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物（以下このガイドライン

において単に「汚染物」という。）の管理の基本は、法令に定められた基準に従った

取扱いと記帳にあることはいうまでもない。基準に従った取扱いを行っているかどう

かを記帳することによって確認するとともに、記帳は法令を遵守していることの証明

としての役割も果たすものである。特に、記帳によって放射性同位元素及び汚染物の

所在を明らかにし、さらに定期的に在庫等の実際の状況と帳簿の内容が一致している

ことを確認することによって、製造、譲受け、保管、使用、譲渡し、廃棄等といった

一連の行為が、法令及び許可又は届出の内容を遵守できているかどうかを確認するこ

とは、放射線障害を防止する上で極めて重要である。具体的には、記帳は以下のよう

な点を確認する役割を果たしている。 

 「受入れ」「払出し」：放射性同位元素の法令に従った確実な譲受け・譲渡し 

 「保管」「運搬」：放射性同位元素及び汚染物の法令に従った確実な管理 

 「使用」：放射性同位元素又は放射線発生装置の法令に従った確実な使用と管理 

 「廃棄」：放射性同位元素及び汚染物の法令に従った確実な廃棄 

本ガイドラインは、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規

則（昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。）に定められてい

る記帳の内容や方法について解釈を示すとともに、より具体的に解説を加え、放射性

同位元素及び汚染物の管理と記帳を一体として捉え、各々の事業所等での放射性同位

元素及び汚染物のより良い管理に役立てていただくことを目的としている。 

本ガイドラインの内容については、直ちにこれに沿った管理を始めることが難しい

事業所等においても、少しずつ本ガイドラインの内容に即した管理が為されるよう努

めていただきたいと考えている。なお、本ガイドラインは、適宜、関係各位のご意見

等を踏まえ、事業所等における実態も考慮しながら、更新していく予定である。 

 

 

 

注意事項 

 

1. 本ガイドラインは、施行規則第 24 条第１項に定められている記帳及び施行

規則第 26 条第１項に定められている廃止措置中の記帳について、具体的に

解説を加えたものであり、施行規則に定められた内容に準拠して作成されて

いる。なお、受入れ、使用等の各記帳の根拠条文の詳細については、標題の

横に、（第○号イ、ロ、・・・）という形で示している。 

2. 本ガイドラインの内容は、平成 21 年 10 月に交付された施行規則の一部を改

正する省令により改正された施行規則に対応している。なお、当該省令の施

行日は、第 24 条第１項関係については平成 22 年４月１日、第 26 条第１項
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関係については平成 21 年 11 月１日、第 39 条第３項の放射線管理状況報告

書関係については平成 23 年４月１日である。 

3.  参考１～20 については、理解の助けとなるように示されているものであり、

必ず用いることを求めるものではない。 

4.  施行規則を超えた内容については、「必要に応じて」という表現を用いてお

り、必ず行わなければならないものではない。また、施行規則を超えた内容

であっても放射性同位元素及び汚染物の管理上、積極的に行った方がよい事

項については、「望ましい」という表現を用いている。



－ １ 通則 － 
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１ 通則 

 

1. 帳簿は、毎年４月１日又は許可日若しくは届出日に開き、翌年３月 31 日又

は廃止日等に閉じる。 

2.  記入する必要がない欄については空欄とはせず、斜線等を記入することによ

り、記入する必要がない箇所であることを示す。各事業所等において記帳す

る可能性がない項目については、その記入欄自体を設ける必要はない。 

3. 放射性同位元素の種類は、核種名を記帳し、さらに放射線を放出する同位元

素の数量等を定める件（平成十二年科学技術庁告示第五号）別表第２におい

て化学形等が記載されている核種についてはその化学形等を記帳する。ただ

し、許可申請書・届出書に「すべての化学形」と記載している場合は、「す

べての化学形」と記帳してもよい。なお、化学形等の記載のうち「放射平衡

中の子孫核種を含む。」の記載については記帳しなくてもよい。 

4.  放射性同位元素の数量は、放射能を記帳し、単位としてはベクレル（Bq）を

用いる。 

5.  帳簿の閉鎖は、ただ単に帳簿を期間ごとに区切るという意味ではなく、帳簿

を集計し、帳簿を閉じた際の放射性同位元素の在庫及び保管又は保管廃棄し

ている汚染物の量と記帳内容が一致していることを確認することである。 

6.  施行規則第 39 条第３項の放射線管理状況報告書は、閉鎖した帳簿の記録に

基づいて作成する。



－ ２ 許可届出使用者の記帳 － 

 4

２ 許可届出使用者の記帳 

 

２－１ 密封された放射性同位元素に関する帳簿 

 

（１） 密封された放射性同位元素に関する帳簿の通則 

1. 密封された放射性同位元素に関する帳簿であることを明示する。 

2.  放射性同位元素の種類は、必要に応じて、番号、型式、ホルダー番号、製造

者名その他の放射性同位元素を特定するための情報を記帳する。また、放射

性同位元素装備機器に放射性同位元素が装備されている場合にあっては、当

該機器の種類、型式及び性能についても記帳する。 

3.  放射性同位元素の数量は、許可された又は届け出た放射能と個数を用いて記

帳する。 

4.  放射性同位元素装備機器に複数の放射性同位元素が装備されている場合に

あっては、放射性同位元素の種類及び数量は当該機器ごとにまとめて記帳し

てもよい。 

 

（２） 密封された放射性同位元素の管理の帳簿 

5.  この帳簿では、密封された放射性同位元素の受入れ又は製造といった保管を

開始する行為から、保管を経て、払出し、廃棄その他保管を終了する行為ま

で及びこれらに付随して行う工場又は事業所の外における運搬について、一

体として把握できるように記帳する（参考１参照）。なお、運搬については

31～35 に従って記帳する。 

 

ⅰ 密封された放射性同位元素の受入れ又は払出し （第１号イ、ロ） 

6.  工場若しくは事業所への受入れ若しくは工場若しくは事業所における製造

又は工場若しくは事業所からの払出しについて記帳する。 

7.  受入れ又は製造を行うごとに、5のような記帳が行える帳票を作成する。 

8.  受入れ又は払出しの記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、年月日並

びに相手方の氏名又は名称である。 

9.  相手方の氏名又は名称は、工場若しくは事業所、廃棄事業所、販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳し、許可又は届出番号についても記帳する。 

10. 密封された放射性同位元素を製造したときは、当該放射性同位元素の種類及

び数量並びに製造の年月日について記帳する。 

11. 受入れ又は製造を行った年月日は、当該行為を行った年度の帳簿だけでなく、

払出し、廃棄その他保管を終了する行為を行うまでの間、継続して記帳して

おく。 

12. 工場又は事業所において放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す

る法律（昭和三十二年法律第百六十七号。以下「放射線障害防止法」という。）

以外の法律で規制されていた物を放射線障害防止法の規制を受ける放射性
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同位元素として管理し始めるときは、受入れとして記帳し、相手方の氏名又

は名称は、自らの氏名又は名称を記帳するとともに、以前規制を受けていた

法律の名前を記帳する。この逆の場合は、払出しとして記帳する。 

13. 管理下にない放射性同位元素を発見し、管理下に入れたものの記帳をする場

合、受入れとして記帳し、相手方の氏名又は名称は不明とし、発見した場所

についても記帳する。 

 

ⅱ 密封された放射性同位元素の保管 （第１号ト、チ、リ） 

14. 保管の記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、期間、方法、場所並び

に従事する者の氏名である。 

15. 保管の期間は、保管を開始した年月日（繰り越された放射性同位元素につい

てはその年の４月１日）及び保管を終了した年月日又は帳簿を閉じた年月日

を記帳する。 

16. 保管を開始するときは、許可された又は届け出た貯蔵能力の範囲内であるこ

とを確認する。 

17. 帳簿閉鎖時においてなお保管している場合は、保管を終了した年月日の欄に

帳簿を閉じた年月日を記帳するとともに、繰越と記帳する。 

18. 保管に従事する者の氏名は、保管期間中における放射性同位元素の管理並び

に受入れに伴う入庫（輸送容器からの放射性同位元素の取出しを含む。）及

び払出しに伴う出庫（輸送容器への放射性同位元素の収納を含む。）に従事

する者の氏名を記帳する。 

19. 払出し以外の貯蔵施設からの出庫（使用するための出庫等）又は受入れ以外

の貯蔵施設への入庫（一度出庫した放射性同位元素の貯蔵室への再入庫等）

についても、放射性同位元素の種類及び数量、年月日、時刻並びに従事する

者の氏名を記帳することが望ましい。 

20. 永久挿入その他使用した後に保管をすることがない放射性同位元素につい

ては、保管の終了の記帳をする。また、その旨を備考として記帳することが

望ましい。 

21. 放射性同位元素の数量の変更（減衰補正）をするときは、保管の終了として

記帳せず、数量の変更として記帳する。 

22. 放射性同位元素の数量の変更（減衰補正）は、必ず行う必要はなく、必要に

応じて行う。数量の変更を行う場合には、あらかじめ、施行規則第９条の２

の軽微な変更の届出又は施行規則第４条の変更の届出をする。 

23．21 の記帳項目は、放射性同位元素の種類、変更前後の数量及び数量を変更し

た年月日である。 

 

ⅲ 密封された放射性同位元素の廃棄 （第１号ル、ヲ、ワ） 

24. 廃棄の記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、年月日、方法、場所並

びに従事する者の氏名である。 
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（３） 密封された放射性同位元素の使用の帳簿（第１号ハ、ホ、へ） 

25. この帳簿では、密封された放射性同位元素の使用及び放射線障害防止法第 10

条第６項に基づく一時的な使用を行う場合にあってはこれに付随して行う

工場又は事業所の外における運搬について、一体として把握できるように記

帳する（参考２参照）。なお、運搬については 31～35 に従って記帳する。 

26. 使用の記帳は、通常の使用のほか、放射性同位元素の製造及び放射性同位元

素装備機器への装備についても記帳する。 

27. 使用の記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、年月日、目的、方法、

場所並びに従事する者の氏名である。 

28. 使用の年月日は、使用を開始した年月日及び使用を終了した年月日を記帳す

る。必要に応じて、時刻も記帳する。 

29. 使用の目的及び方法は、許可証又は届書の表記に合わせる必要はなく、許可

又は届出の内容の範囲内であることを確認しつつ、実態について簡潔に記帳

する。 

30. 密封された放射性同位元素を使用して新たな密封された放射性同位元素を

製造する場合は、使用の目的に、その旨並びに製造した放射性同位元素の種

類及び数量を記帳する。 

 

（４） 密封された放射性同位元素の工場又は事業所の外における運搬（第１号ヌ） 

31. 運搬の記帳項目は、年月日、方法、荷受人又は荷送人の氏名又は名称及び運

搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称である。 

32. 運搬（運搬の委託を含む。）を記帳者側が行わない場合は、運搬の記帳を行

う必要はない。 

33. 運搬の方法は、輸送物の区分（Ｌ・Ａ・ＢＭ・ＢＵ・ＩＰ－１・ＩＰ－２・

ＩＰ－３）及び運搬手段について記帳する。 

34. 荷受人又は荷送人の氏名又は名称は、受入れに付随して行う運搬の場合には

荷送人の氏名又は名称を、払出し又は廃棄に付随して行う運搬の場合には荷

受人の氏名又は名称を記帳する。 

35. 運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称は、記帳者が

自ら運搬を行う場合は運搬に従事する者の氏名を、運搬を委託する場合は運

搬の委託先の氏名若しくは名称を記帳する。 

 

（５） 密封された放射性同位元素の帳簿閉鎖時の記帳と次年度の帳簿 

36. 帳簿閉鎖時は、在庫を確認し、保管の帳簿と照合する。 

37. 帳簿閉鎖後、帳簿を集計し、総括帳票を作成する。 

38. 総括帳票は、密封された放射性同位元素の種類及び数量ごとに、放射性同位

元素の種類及び数量、期首在庫、受入等個数、払出等個数、数量の変更（減

衰補正）により増減した個数並びに期末在庫を記帳する（参考３参照）。 

39. 総括帳票の期首在庫は帳簿を開いた時の保管個数※を、期末在庫は帳簿を閉
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じた時の保管個数※を記帳する。 

※：当該時点において使用中であるものを含む。 

40. 総括帳票の受入等個数は、帳簿を集計し、当該年度に受け入れた個数及び製

造した個数の合計を記帳する。 

41. 総括帳票の払出等個数は、帳簿を集計し、当該年度に払い出した個数、廃棄

した個数その他永久挿入等により保管を終了した個数の合計を記帳する。 

42. 総括帳票の数量の変更（減衰補正）により増減した個数は、変更前の数量の

欄に当該数量でなくなった個数を負の値で、変更後の数量の欄に当該数量と

なった個数を正の値でそれぞれ記帳する。 

43. 総括帳票を作成後、各々の密封された放射性同位元素の種類及び数量ごとに、

期首在庫、受入等個数及び数量の変更（減衰補正）により増減した個数の和

から払出等個数を差し引いた個数が期末在庫と一致することを確認する。 

44. 43 の確認後に、総括帳票の数字を用いて、放射線管理状況報告書を作成する。 

45. 次年度当初には、新たな帳簿を作成する。 
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２－２ 密封されていない放射性同位元素等に関する帳簿 

 

（１） 密封されていない放射性同位元素等に関する帳簿の通則 

1. 密封されていない放射性同位元素及び汚染物に関する帳簿であることを明

示する。 

2.  放射性同位元素の種類は、必要に応じて、物理的状態、製品名その他の放射

性同位元素を特定するための情報を記帳する。 

 

（２） 密封されていない放射性同位元素の管理の帳簿 

3.  この帳簿では、密封されていない放射性同位元素の受入れ、製造又は貯蔵施

設への入庫といった保管を開始する行為から、保管を経て、払出し又は貯蔵

施設からの出庫といった保管を終了する行為まで及びこれらに付随して行

う運搬について、核種ごとに、一体として把握できるように記帳する（参考

４参照）。なお、運搬については 38～42 に従って記帳する。 

 

ⅰ 密封されていない放射性同位元素の受入れ又は払出し （第１号イ、ロ） 

4.  工場若しくは事業所への受入れ若しくは工場若しくは事業所における製造

又は工場若しくは事業所からの払出しについて記帳する。 

5.  受入れ又は払出しの記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、年月日並

びに相手方の氏名又は名称である。 

6.  相手方の氏名又は名称は、工場若しくは事業所、廃棄事業所、販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳し、許可又は届出番号についても記帳する。 

7.  密封されていない放射性同位元素を製造したときは、当該放射性同位元素の

種類及び数量並びに製造の年月日について記帳する。 

8.  工場又は事業所において放射線障害防止法以外の法律で規制されていた物

を放射線障害防止法の規制を受ける放射性同位元素として管理し始めると

きは、受入れとして記帳し、相手方の氏名又は名称は、自らの氏名又は名称

を記帳するとともに、以前規制を受けていた法律の名前を記帳する。この逆

の場合は、払出しとして記帳する。 

9.  管理下にない放射性同位元素を発見し、管理下に入れたものの記帳をする場

合、受入れとして記帳し、相手方の氏名又は名称は不明とし、発見した場所

についても記帳する。 

 

ⅱ 密封されていない放射性同位元素の保管 （第１号ト、チ、リ） 

10. 保管の記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、期間、方法、場所並び

に従事する者の氏名である。 

11. 貯蔵施設からの出庫又は貯蔵施設への入庫を行ったときは、出庫又は入庫し

た放射性同位元素の種類及び数量、年月日並びに従事する者の氏名について

記帳する。必要に応じて、時刻も記帳する。 

12. 保管の期間は、保管を開始した年月日（受入れ、製造又は入庫を行った年月
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日。繰り越された放射性同位元素についてはその年の４月１日。）及び保管

を終了した年月日（払出し・出庫を行った年月日又は帳簿を閉じた年月日）

とする。 

13. 保管を開始するときは、許可された貯蔵能力の範囲内であることを確認する。 

14. 帳簿閉鎖時においてなお保管している場合は、帳簿を閉じた年月日を記帳す

るとともに、繰越と記帳し、次の帳簿に繰り越す数量を記帳する。 

15. 保管に従事する者の氏名は、保管期間中における放射性同位元素の管理並び

に入庫（輸送容器からの放射性同位元素の取出しを含む。）及び出庫（輸送

容器への放射性同位元素の収納を含む。）に従事する者の氏名を記帳する。 

16. 放射性同位元素の数量の変更（減衰補正）をするときは、減衰補正計算をし

て数量の変更を行った日に保管に係る記帳を行う。 

17. 放射性同位元素の数量の変更（減衰補正）は、必ず行う必要はなく、必要に

応じて行う。 

18. 16 の記帳項目は、放射性同位元素の種類、数量の変更によって減少した数量、

減衰補正計算後の保管している放射性同位元素の数量及び数量を変更した

年月日とする。 

 

（３） 密封されていない放射性同位元素の使用の帳簿（第１号ハ、ホ、へ） 

19. この帳簿では、密封されていない放射性同位元素の使用について、核種ごと

に、一体として把握できるように記帳する（参考５参照）。 

20. 使用の記帳は、通常の使用のほか、放射性同位元素の製造（密封されていな

い放射性同位元素から密封された放射性同位元素を製造する場合を含む。）

についても記帳する。 

21. 使用の記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、年月日、目的、方法、

場所並びに従事する者の氏名である。 

22. 使用の帳簿においては、放射性同位元素の数量の変更（減衰補正）をせず、

貯蔵施設から出庫した数量をもとに記帳する。 

23. 使用の年月日は、使用を開始した年月日及び使用を終了した年月日を記帳す

る。 

24. 使用の目的及び方法は、許可証の表記に合わせる必要はなく、許可又は届出

の内容の範囲内であることを確認しつつ、実態について簡潔に記帳する。 

25. １日、３ヶ月、１年ごとに、各々の期間中に使用した数量が、許可の内容の

範囲内であることを帳簿を用いて確認する。 

26. 25 の１日使用数量、３月間使用数量及び年間使用数量は、当該期間内に使用

した正味の数量で計算をする。例えば、使用に伴い放射性同位元素の在庫が

減少しない場合については、１日使用数量を合計して３月間使用数量や年間

使用数量を求めることはしない。 

 

（４） 密封されていない放射性同位元素等の廃棄の帳簿（第１号ル、ヲ、ワ） 

27. この帳簿では、密封されていない放射性同位元素及び汚染物の廃棄並びにこ
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れらに付随して行う運搬について、一体として把握できるように記帳する。

なお、運搬については 38～42 に従って記帳する。 

28. 廃棄の記帳は、保管廃棄、焼却、固型化及び保管廃棄した廃棄物の許可廃棄

業者への引渡しについては必ず記帳し、必要に応じて、排気及び排水につい

ても記帳する。なお、排気及び排水については、当然に、施行規則第 20 条

の測定の記録を行う。 

29. 廃棄の記帳は、廃棄に係る放射性同位元素及び汚染物を収納する容器ごとに

帳票を作成する（参考６参照）。また、必要に応じて各々の使用ごとに、使

用の帳簿における放射性同位元素の数量の記帳と関連づけて、廃棄した放射

性同位元素の種類及び数量並びに汚染物の種類及び数量を記帳する。 

30. 廃棄の記帳項目は、放射性同位元素（汚染物に含まれている放射性同位元素

を含む。）の種類及び数量、汚染物の種類及び数量、年月日、方法、場所並

びに従事する者の氏名である。 

31. 廃棄に係る放射性同位元素の数量は、その算定方法についてあらかじめ設定

し、帳簿に記載する。 

32. 汚染物の種類は、原則として、可燃物、難燃物、不燃物、有機液体、動物、

フィルター等の許可廃棄業者が示す廃棄物の分類を記帳し、それができない

場合は、記帳者が設定する分類を記帳する。 

33. 汚染物の数量は、汚染物を収納する容器の容積を記帳する。 

34. 廃棄に係る放射性同位元素の数量の変更（減衰補正）は、必ず行う必要はな

く、必要に応じて行う。 

35. 34 の記帳項目は、放射性同位元素の種類ごとに、数量の変更によって減少し

た数量及び減衰補正計算を行い数量の変更を行った年月日を記帳し、その旨

を備考として記帳する。また、減衰補正計算後の保管廃棄している放射性同

位元素の数量についても併せて記帳する。 

36. 保管廃棄を行う場合は、廃棄の年月日は、保管廃棄した年月日（繰り越され

たものについてはその年の４月１日）のほか、保管廃棄を終了した年月日（払

出しを行った年月日又は帳簿を閉じた年月日）についても記帳する。また、

廃棄の方法として、汚染物を収納する容器の種類及び管理番号についても記

帳する。 

37. 帳簿閉鎖時においてなお保管廃棄している場合は、帳簿を閉じた年月日を記

帳するとともに、繰越と記帳し、次の帳簿に繰り越す数量を記帳する。 

 

（５） 密封されていない放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬（第

１号ヌ） 

38. 運搬の記帳項目は、年月日、方法、荷受人又は荷送人の氏名又は名称及び運

搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称である。 

39. 運搬（運搬の委託を含む。）を記帳者側が行わない場合は、運搬の記帳を行

う必要はない。 

40. 運搬の方法は、輸送物の区分（Ｌ・Ａ・ＢＭ・ＢＵ・ＩＰ－１・ＩＰ－２・
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ＩＰ－３）及び運搬手段について記帳する。 

41. 荷受人又は荷送人の氏名又は名称は、受入れに付随して行う運搬の場合には

荷送人の氏名又は名称を、払出し又は廃棄に付随して行う運搬の場合には荷

受人の氏名又は名称を記帳する。 

42. 運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称は、記帳者が

自ら運搬を行う場合は運搬に従事する者の氏名を、運搬を委託する場合は運

搬の委託先の氏名若しくは名称を記帳する。 

 

（６） 密封されていない放射性同位元素等の帳簿閉鎖時の記帳と次年度の帳簿 

43. 帳簿閉鎖時は、在庫を確認し、保管の帳簿と照合する。 

44. 帳簿閉鎖後、帳簿を集計し、総括帳票を作成する。 

45. 総括帳票は、放射性同位元素については、放射性同位元素の種類ごとに、放

射性同位元素の種類、期首在庫、受入等数量、払出等数量及び期末在庫を、

汚染物については、汚染物の種類ごとに、帳簿を閉鎖した時の汚染物の数量

を記帳する（参考７参照）。 

46. 総括帳票の期首在庫は帳簿を開いた時の保管数量を、期末在庫は帳簿を閉じ

た時の保管数量を記帳する。 

47. 総括帳票の受入等数量は、帳簿を集計し、当該年度に受け入れた数量及び製

造した数量の合計を記帳する。 

48. 総括帳票の払出等数量は、帳簿を集計し、当該年度に払い出した数量、使用

した数量及び数量の変更（減衰補正）により減少した数量の合計を記帳する。 

49. 汚染物の数量は、帳簿を集計し、保管廃棄設備に保管廃棄している汚染物を

収納する容器の容積を記帳した上で容器の個数を記帳し、フィルター等につ

いては容積を記帳する。 

50. 総括帳票を作成後、放射性同位元素の種類ごとに、期首在庫及び受入等数量

の和から払出等数量を差し引いた数量が期末在庫と一致することを確認す

る。ただし、一度使用した放射性同位元素を再度使用することがある工場又

は事業所においては一致はしないので、一致しない原因について 11 の入庫

及び出庫の記録を見て確認する。 

51. 50 の確認後に、総括帳票の数字を用いて、放射線管理状況報告書を作成する。 

52. 次年度当初には、新たな帳簿を作成する。 

 

 

 

２－３ 放射線発生装置に関する帳簿（第１号ニ、ホ、へ） 

 

1. 放射線発生装置一台ごとに記帳する。 

2.  放射線発生装置の使用の記帳項目は、種類、年月日、目的、方法、場所及び

従事する者の氏名である。 

3.  放射線発生装置の種類は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す
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る法律施行令（昭和三十五年政令第二百五十九号）第２条の装置名及びその

性能を記帳する。 

4.  使用の年月日は、使用を開始した年月日及び使用を終了した年月日を、許可

の内容の範囲内であることを確認しつつ記帳する。必要に応じて、時刻又は

線量についても記帳する。 

5.  使用の目的及び方法は、許可証の表記に合わせる必要はなく、許可の内容の

範囲内であることを確認しつつ、実態について簡潔に記帳する。 

 

 

 

２－４ 放射線施設の点検に関する帳簿（第１号ヨ） 

 

1. 放射線障害予防規程で定めた点検について記帳する。 

2.  放射線施設の点検の記帳項目は、年月日、結果、措置の内容及び点検を行っ

た者の氏名である。 

3.  点検の結果は、各々の放射線施設の状況について記帳する。 

4.  措置の内容は、措置を開始した年月日及び完了した年月日についても記帳す

る。 

 

 

 

２－５ 教育及び訓練に関する帳簿（第１号タ） 

 

1. 教育及び訓練の記帳項目は、年月日、項目並びに教育及び訓練を受けた者の

氏名である。 

2.  教育及び訓練の項目は、施行規則第 21 条の２第１項第４号の項目（放射線

の人体に与える影響、放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い、

放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令、

放射線障害予防規程）を記帳し、時間数についても記帳する。 

3.  施行規則第 21 条の２第２項の規定により項目の省略を行った場合は、その

理由を記帳する。 

 

 

 

２－６ 第 22 条の３第１項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立

ち入った者に関する帳簿（第１号レ） 

 

1. 施行規則第 22 条の３第１項の規定により管理区域でないものとみなされる

区域に立ち入った者の氏名を記帳する。
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３ 届出販売業者及び届出賃貸業者の記帳 

 

３－１ 密封された放射性同位元素に関する帳簿 

 

（１） 密封された放射性同位元素に関する帳簿の通則 

1. 密封された放射性同位元素に関する帳簿であることを明示する。 

2.  放射性同位元素の種類は、必要に応じて、番号、型式、ホルダー番号、製造

者名その他の放射性同位元素を特定するための情報を記帳する。また、放射

性同位元素装備機器に放射性同位元素が装備されている場合にあっては、当

該機器の種類、型式及び性能についても記帳する。 

3.  放射性同位元素の数量は、届け出た放射能と個数を用いて記帳する。 

4.  放射性同位元素装備機器に複数の放射性同位元素が装備されている場合に

あっては、放射性同位元素の種類及び数量は当該機器ごとにまとめて記帳し

てもよい。 

 

（２） 密封された放射性同位元素の管理の帳簿 

5.  この帳簿では、譲受け（輸入、購入、販売した放射性同位元素の引取り等）、

回収（賃貸した放射性同位元素の回収であり、販売した放射性同位元素の引

取りのことではない。）、賃借といった管理を開始する行為から、保管の委託

を経て、販売、その他譲渡し（輸出、購入した放射性同位元素の購入元への

引渡し等）、返還（賃借した放射性同位元素の返還であり、購入した放射性

同位元素の購入元への引渡しのことではない。）、賃貸といった管理を終了す

る行為まで及びこれらに付随して行う運搬について、一体として把握できる

ように記帳する（参考８参照）。なお、運搬については 17～21 に従って記帳

する。 

 

ⅰ 密封された放射性同位元素の譲受け・回収・賃借又は販売・その他譲渡し・返

還・賃貸（第２号イ、ロ） 

6.  販売所若しくは賃貸事業所への譲受け、回収若しくは賃借又は販売所若しく

は賃貸事業所からの販売、その他譲渡し、返還若しくは賃貸について記帳す

る。 

7.  譲受け、回収若しくは賃借又は販売、その他譲渡し、返還若しくは賃貸の記

帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、年月日並びに相手方の氏名又は

名称である。 

8.  譲受け、回収又は賃借を行うごとに、5 のような記帳が行える帳票を作成す

る。 

9.  販売は、その他譲渡しとは区別して記帳する。 

10. 回収及び賃借は譲受けとして、返還はその他譲渡しとしてまとめて記帳して

もよい。 
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11. 譲受け、回収又は賃借を行った年月日は、当該行為を行った年度の帳簿だけ

でなく、販売、その他譲渡し、返還又は賃貸といった管理を終了する行為を

行うまでの間、継続して記帳しておく。 

12. 相手方の氏名又は名称は、工場若しくは事業所、廃棄事業所、販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳し、許可又は届出番号についても記帳する。 

 

ⅱ 密封された放射性同位元素の保管の委託 （第２号ニ、ホ） 

13. 保管の委託の記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、委託の年月日、

期間並びに委託先の氏名又は名称である。 

14. 保管の委託の年月日及び期間は、保管を委託した年月日及び保管の委託を終

了した年月日を記帳する。 

15. 帳簿閉鎖時においてなお保管を委託している場合は、保管を終了した年月日

の欄に帳簿を閉じた年月日を記帳するとともに、繰越と記帳する。 

 

ⅲ 密封された放射性同位元素の廃棄の委託 （第２号へ、ト） 

16. 廃棄の委託の記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、年月日並びに委

託先の氏名又は名称である。 

 

（３） 密封された放射性同位元素の運搬（第２号ハ） 

17. 運搬の記帳項目は、年月日、方法、荷受人又は荷送人の氏名又は名称及び運

搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称である。 

18. 運搬（運搬の委託を含む。）を記帳者側が行わない場合は、運搬の記帳を行

う必要はない。 

19. 運搬の方法は、輸送物の区分（Ｌ・Ａ・ＢＭ・ＢＵ・ＩＰ－１・ＩＰ－２・

ＩＰ－３）及び運搬手段について記帳する。 

20. 荷受人又は荷送人の氏名又は名称は、受入れに付随して行う運搬の場合には

荷送人の氏名又は名称を、払出し又は廃棄に付随して行う運搬の場合には荷

受人の氏名又は名称を記帳する。 

21. 運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称は、記帳者が

自ら運搬を行う場合は運搬に従事する者の氏名を、運搬を委託する場合は運

搬の委託先の氏名若しくは名称を記帳する。 

 

（４） 密封された放射性同位元素の賃貸（第２号イ、ロ）【届出賃貸業者】 

22. この帳簿では、（２）の管理の帳簿に加え、放射性同位元素の賃貸と当該放

射性同位元素の回収の状況を一体として把握できるように記帳する（参考９

参照）。 

23. 放射性同位元素の賃貸の記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、年月

日並びに相手方の氏名又は名称である。 

24. 賃貸の年月日は、放射性同位元素を賃貸した年月日（賃貸を開始した年月日）

及び回収した年月日（賃貸を終了した年月日）を記帳する。 
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25. 帳簿閉鎖時においてなお賃貸している場合は、回収した年月日の欄に帳簿を

閉じた年月日を記帳するとともに、繰越と記帳する。 

26. 賃貸した年月日は、当該行為を行った年度の帳簿だけでなく、回収するまで

の間、継続して記帳しておく。 

27. 相手方の氏名又は名称は、工場若しくは事業所、廃棄事業所、販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳し、許可又は届出番号についても記帳する。 

 

（５） 密封された放射性同位元素の帳簿閉鎖時の記帳と次年度の帳簿 

【届出販売業者】 

28. 帳簿閉鎖後、帳簿を集計し、総括帳票を作成する。 

29. 総括帳票は、密封された放射性同位元素の種類及び数量ごとに、放射性同位

元素の種類及び数量、期首における保管委託個数、譲り受けた個数、販売個

数、譲り渡した個数及び期末における保管委託個数を記帳する（参考 10 参

照）。 

30. 総括帳票の期首における保管委託個数は帳簿を開いた時の保管委託個数を、

期末における保管委託個数は帳簿を閉鎖したときの保管委託個数を記帳す

る。 

31. 総括帳票の譲り受けた個数は、帳簿を集計し、当該年度に譲り受けた個数、

回収した個数及び賃借した個数の合計を記帳する。 

32. 総括帳票の販売個数は、帳簿を集計し、当該年度に販売した個数を記帳する。 

33. 総括帳票の譲り渡した個数は、帳簿を集計し、当該年度に譲り渡した個数（販

売個数を除く。）、返還した個数及び賃貸した個数※の合計を記帳する。※：賃

貸した個数は、当該年度に賃貸を始めた個数であり、帳簿閉鎖時に現に賃貸している個数で

はない。 

34. 総括帳票を作成後、各々の密封された放射性同位元素の種類及び数量ごとに、

30の期首における保管委託個数及び31の譲り受けた個数の和から32の販売

個数及び33の譲り渡した個数の和を差し引いた個数が30の期末における保

管委託個数と一致することを確認する。 

35. 34 の確認後に、総括帳票の数字を用いて、放射線管理状況報告書を作成する。 

36. 次年度当初には、新たな帳簿を作成する。 

 

（６） 密封された放射性同位元素の帳簿閉鎖時の記帳と次年度の帳簿 

【届出賃貸業者】 

37. 帳簿閉鎖後、帳簿を集計し、総括帳票を作成する。 

38. 総括帳票は、密封された放射性同位元素の種類及び数量ごとに、放射性同位

元素の種類及び数量、期首における保管委託個数、譲り受けた個数、賃貸個

数、譲り渡した個数並びに期末における保管委託個数を記帳する（参考 11

参照）。 

39. 総括帳票の期首における保管委託個数は帳簿を開いた時の保管委託個数を、

期末における保管委託個数は帳簿を閉鎖したときの保管委託個数を記帳す
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る。 

40. 総括帳票の譲り受けた個数は、帳簿を集計し、当該年度に譲り受けた個数、

回収した個数及び賃借した個数の合計を記帳する。 

41. 総括帳票の賃貸個数は、帳簿を集計し、当該年度に賃貸した個数（当該年度

に賃貸を開始した個数）及び帳簿閉鎖時に現に賃貸している個数を記帳する。 

42. 総括帳票の譲り渡した個数は、帳簿を集計し、当該年度に譲り渡した個数（販

売個数を含む。）及び返還した個数の合計を記帳する。 

43. 総括帳票を作成後、各々の密封された放射性同位元素の種類及び数量ごとに、

39の期首における保管委託個数及び40の譲り受けた個数の和から41の当該

年度に賃貸した個数及び42の譲り渡した個数の和を差し引いた個数が39の

期末における保管委託個数と一致することを確認する。 

44. 43 の確認後に、総括帳票の数字を用いて、放射線管理状況報告書を作成する。 

45. 次年度当初には、新たな帳簿を作成する。 

 

 

 

３－２ 密封されていない放射性同位元素等に関する帳簿【届出販売業者】 

 

（１） 密封されていない放射性同位元素等に関する帳簿の通則 

1. 密封されていない放射性同位元素及び汚染物に関する帳簿であることを明

示する。 

2.  放射性同位元素の種類は、必要に応じて、物理的状態、製品名その他の放射

性同位元素を特定するための情報を記帳する。 

 

（２） 密封されていない放射性同位元素等の管理の帳簿 

3.  この帳簿では、譲受け（購入、輸入、販売した放射性同位元素の引取り等）

その他管理を開始する行為から、保管の委託を経て、販売、譲渡し（輸出、

購入した放射性同位元素の購入元への引渡し等）その他管理を終了する行為

まで及びこれらに付随して行う運搬について、放射性同位元素の種類ごとに、

一体として把握できるように記帳する（参考 12 参照）。なお、運搬について

は 12～16 に従って記帳する。 

 

ⅰ 密封されていない放射性同位元素の譲受け又は販売・その他譲渡し（第２号イ、

ロ） 

4.  販売所への譲受け又は販売所からの販売若しくはその他譲渡し（購入した放

射性同位元素の購入元への引渡し等）について記帳する。 

5.  譲受け又は販売若しくはその他譲渡しの記帳項目は、放射性同位元素の種類

及び数量、年月日並びに相手方の氏名又は名称である。 

6.  販売は、その他譲渡しとは区別して記帳する。 

7.  相手方の氏名又は名称は、工場若しくは事業所、廃棄事業所、販売所又は賃
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貸事業所の名称まで記帳し、許可又は届出番号についても記帳する。 

 

ⅱ 密封されていない放射性同位元素の保管の委託 （第２号ニ、ホ） 

8.  保管の委託の記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、委託の年月日、

期間並びに委託先の氏名又は名称である。 

9.  保管の委託の年月日及び期間は、保管を委託した年月日及び保管の委託を終

了した年月日を記帳する。 

10. 帳簿閉鎖時においてなお保管を委託している場合は、帳簿を閉じた年月日を

記帳するとともに、繰越と記帳し、次の帳簿に繰り越す数量を記帳する。 

 

ⅲ 密封されていない放射性同位元素等の廃棄の委託 （第２号へ、ト） 

11. 廃棄の委託の記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、汚染物の種類及

び数量、年月日並びに委託先の氏名又は名称である。 

 

（３） 密封されていない放射性同位元素等の運搬（第２号ハ） 

12. 運搬の記帳項目は、年月日、方法、荷受人又は荷送人の氏名又は名称及び運

搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称である。 

13. 運搬（運搬の委託を含む。）を記帳者側が行わない場合は、運搬の記帳を行

う必要はない。 

14. 運搬の方法は、輸送物の区分（Ｌ・Ａ・ＢＭ・ＢＵ・ＩＰ－１・ＩＰ－２・

ＩＰ－３）及び運搬手段について記帳する。 

15. 荷受人又は荷送人の氏名又は名称は、受入れに付随して行う運搬の場合には

荷送人の氏名又は名称を、払出し又は廃棄に付随して行う運搬の場合には荷

受人の氏名又は名称を記帳する。 

16. 運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称は、記帳者が

自ら運搬を行う場合は運搬に従事する者の氏名を、運搬を委託する場合は運

搬の委託先の氏名若しくは名称を記帳する。 

 

（４） 密封されていない放射性同位元素の帳簿閉鎖時の記帳と次年度の帳簿 

17. 帳簿閉鎖後、帳簿を集計し、総括帳票を作成する。 

18. 総括帳票は、放射性同位元素の種類ごとに、放射性同位元素の種類、期首に

おける保管委託数量、譲り受けた数量、販売数量、譲り渡した数量及び期末

における保管委託数量を記帳する（参考 13 参照）。 

19. 総括帳票の期首における保管委託数量は帳簿を開いた時の保管委託数量を、

期末における保管委託数量は帳簿を閉鎖した時の保管委託数量を記帳する。 

20. 総括帳票の譲り受けた数量は、帳簿を集計し、当該年度に譲り受けた数量を

記帳する。 

21. 総括帳票の販売数量は、帳簿を集計し、当該年度に販売した数量を記帳する。 

22. 総括帳票の譲り渡した数量は、帳簿を集計し、当該年度に譲り渡した数量（販

売数量を除く。）を記帳する。 
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23. 総括帳票を作成後、放射性同位元素の種類ごとに、期首における保管委託数

量及び譲り受けた数量の和から販売数量及び譲り渡した数量の和を差し引

いた数量が期末における保管委託数量と一致することを確認する。 

24. 23 の確認後に、総括帳票の数字を用いて、放射線管理状況報告書を作成する。 

25. 次年度当初には、新たな帳簿を作成する。
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４ 許可廃棄業者の記帳 

 

４－１ 放射性同位元素等に関する帳簿 

 

（１） 放射性同位元素等に関する帳簿の通則 

1. 放射性同位元素及び汚染物に関する帳簿であることを明示する。 

2.  放射性同位元素の数量は、その算定方法についてあらかじめ設定し、帳簿に

記載する。 

3.  放射性同位元素の数量は、どうしても算出することができない場合は、不明

と記帳する。 

4.  汚染物の種類は、可燃物、難燃物、不燃物、有機液体、動物、フィルター等

の廃棄物の分類を記帳する。 

5.  汚染物の数量は、汚染物を収納する容器の容積及びその個数を用いて記帳す

る。容器で管理を行わない場合は、容積を用いて記帳する。 

 

（２） 放射性同位元素等の管理の帳簿（容器ごとの管理ができる場合） 

6.  この帳簿では、容器ごとの管理ができる場合には、受入れ又は詰替え、減容

その他の廃棄処理後といった保管を開始する行為から、払出し、さらなる詰

替え又は廃棄といった保管を終了する行為まで並びにこれらに付随して行

う運搬について、放射性同位元素及び汚染物を収納している容器ごとに、一

体として把握できるように記帳する（参考 14 参照）。なお、運搬については、

34～38 に従って記帳する。 

 

ⅰ 放射性同位元素等の受入れ又は払出し （第３号イ、ロ） 

7.  廃棄事業所への受入れ若しくは詰替えその他の保管を開始する行為又は廃

棄事業所からの払出しについて記帳する。 

8.  受入れ又は払出しの記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、汚染物の

種類及び数量、年月日並びに相手方の氏名又は名称である。 

9.  受入れ又は詰替えその他の保管を開始する行為を行うごとに、6 のような記

帳が行える帳票を作成する。 

10. 詰替えその他の保管を開始する行為を行ったときは、当該放射性同位元素の

種類及び数量、汚染物の種類及び数量並びに年月日について記帳する。 

11. 受入れ又は詰替えその他の保管を開始する行為を行った年月日は、当該行為

を行った年度の帳簿だけでなく、払出し、さらなる詰替え又は廃棄といった、

この帳票で管理する容器による保管を終了する行為を行うまでの間、継続し

て記帳しておく。 

12. 相手方の氏名又は名称は、工場若しくは事業所、廃棄事業所、販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳し、許可又は届出番号についても記帳する。 
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ⅱ 放射性同位元素等の保管 （第３号ハ、ニ、ホ） 

13. 保管の記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、汚染物の種類及び数量、

期間、方法、場所並びに従事する者の氏名である。 

14. 保管の期間は、廃棄物貯蔵施設において、保管を開始した年月日（繰り越さ

れた放射性同位元素及び汚染物についてはその年の４月１日）及び保管を終

了した年月日又は帳簿を閉じた年月日を記帳する。 

15. 帳簿閉鎖時においてなお保管している場合は、保管を終了した年月日の欄に

帳簿を閉じた年月日を記帳するとともに、繰越と記帳する。 

16. 保管の方法として、汚染物を収納する容器の種類及び管理番号についても記

帳する。 

17. 保管に従事する者の氏名は、保管期間中における放射性同位元素及び汚染物

の管理並びに入庫（輸送容器からの放射性同位元素及び汚染物の取出しを含

む。）及び出庫（輸送容器への放射性同位元素及び汚染物の収納を含む。）に

従事する者の氏名を記帳する。 

18. 放射性同位元素の数量の変更（減衰補正）は、必ず行う必要はなく、必要に

応じて行う。 

19. 18 の記帳項目は、放射性同位元素の種類ごとに、数量の変更によって減少し

た数量及び減衰補正計算を行い数量の変更を行った年月日を記帳し、その旨

を備考として記帳する。また、減衰補正計算後の放射性同位元素の数量につ

いても併せて記帳する。 

 

ⅲ 放射性同位元素等の廃棄 （第３号ト） 

20. 廃棄（詰替え、減容その他の廃棄処理を含む）の記帳項目は、放射性同位元

素の種類及び数量、汚染物の種類及び数量、年月日、方法、場所並びに従事

する者の氏名である。 

21. 保管廃棄を行う場合は、廃棄の年月日は、保管廃棄した年月日（繰り越され

たものについてはその年の４月１日）のほか、保管廃棄を終了した年月日（払

出しを行った年月日又は帳簿を閉じた年月日）についても記帳する。また、

廃棄の方法として、汚染物を収納する容器の種類及び管理番号についても記

帳する。 

22. 帳簿閉鎖時においてなお保管廃棄している場合は、帳簿を閉じた年月日を記

帳するとともに、繰越と記帳し、次の帳簿に繰り越す数量を記帳する。 

 

（３） 放射性同位元素等の管理の帳簿（容器ごとの管理ができない場合） 

23. この帳簿では、容器ごとの管理ができない場合には、受入れ又は減容その他

の廃棄処理後といった保管を開始する行為から、払出し若しくは廃棄といっ

た保管を終了する行為又は容器への収納まで並びにこれらに付随して行う

運搬について、一体として把握できるように記帳する（参考 15 参照）。なお、

運搬については、34～38 に従って記帳する。 

 



－ ４ 許可廃棄業者の記帳 － 

 21

ⅰ 放射性同位元素等の受入れ又は払出し （第３号イ、ロ） 

24. 廃棄事業所への受入れその他保管を開始する行為又は廃棄事業所からの払

出しについて記帳する。 

25. 受入れ又は払出しの記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、汚染物の

種類及び数量、年月日並びに相手方の氏名又は名称である。 

26. 減容その他の廃棄処理後に保管を開始するときは、放射性同位元素の種類及

び数量、汚染物の種類及び数量並びに年月日について記帳する。 

27. 相手方の氏名又は名称は、工場若しくは事業所、廃棄事業所、販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳し、許可又は届出番号についても記帳する。 

 

ⅱ 放射性同位元素等の保管 （第３号ハ、ニ、ホ） 

28. 保管の記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、汚染物の種類及び数量、

期間、方法、場所並びに従事する者の氏名である。 

29. 保管の期間は、保管を開始した年月日（繰り越された放射性同位元素及び汚

染物についてはその年の４月１日）及び保管を終了した年月日（払出し、廃

棄若しくは廃棄処理をした年月日又は帳簿を閉じた年月日）を記帳する。 

30. 帳簿閉鎖時においてなお保管している場合は、繰越と記帳し、次年度に繰り

越す数量を記帳する。 

31. 保管に従事する者の氏名は、保管期間中における放射性同位元素及び汚染物

の管理並びに入庫（輸送容器からの放射性同位元素及び汚染物の取出しを含

む。）及び出庫（輸送容器への放射性同位元素及び汚染物の収納を含む。）に

従事する者の氏名を記帳する。 

32. 放射性同位元素の数量の変更（減衰補正）は、必ず行う必要はなく、必要に

応じて行う。また、その記帳は、19 のとおりに行う。 

 

ⅲ 放射性同位元素等の廃棄 （第３号ト） 

33. 廃棄（減容その他の廃棄処理を含む）の記帳項目は、放射性同位元素の種類

及び数量、汚染物の種類及び数量、年月日、方法、場所並びに従事する者の

氏名である。 

 

（４） 放射性同位元素等の廃棄事業所の外における運搬（第３号へ） 

34. 運搬の記帳項目は、年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並び

に運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称である。 

35. 運搬（運搬の委託を含む。）を記帳者側が行わない場合は、運搬の記帳を行

う必要はない。 

36. 運搬の方法は、輸送物の区分（Ｌ・Ａ・ＢＭ・ＢＵ・ＩＰ－１・ＩＰ－２・

ＩＰ－３）及び運搬手段について記帳する。 

37. 荷受人又は荷送人の氏名又は名称は、受入れに付随して行う運搬の場合には

荷送人の氏名又は名称を、払出し又は廃棄に付随して行う運搬の場合には荷

受人の氏名又は名称を記帳する。 



－ ４ 許可廃棄業者の記帳 － 
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38. 運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称は、記帳者が

自ら運搬を行う場合は運搬に従事する者の氏名を、運搬を委託する場合は運

搬の委託先の氏名若しくは名称を記帳する。 

 

（５） 放射性同位元素等の帳簿閉鎖時の記帳と次年度の帳簿 

39. 帳簿閉鎖時は、在庫を確認し、保管の帳簿と照合する。 

40. 帳簿閉鎖後、帳簿を集計し、総括帳票を作成する。 

41. 総括帳票は、汚染物の数量を汚染物の種類ごとに記帳する（参考 16 参照）。 

42. 総括帳票の受入数量は、帳簿を集計し、当該年度に受け入れた数量を記帳す

る。 

43. 総括帳票の払出数量は、帳簿を集計し、当該年度に払い出した数量を記帳す

る。 

44. 総括帳票の保管数量は、帳簿を集計し、帳簿を閉鎖した時に廃棄物貯蔵施設

に保管している数量及び保管廃棄設備に保管廃棄している数量を記帳する。 

45. 総括帳票の数字を用いて、放射線管理状況報告書を作成する。 

46. 次年度当初には、新たな帳簿を作成する。 

 

 

 

４－２ 放射線施設の点検に関する帳簿（第３号ト） 

 

1. 放射線障害予防規程で定めた点検について記帳する。 

2.  放射線施設の点検の記帳項目は、年月日、結果、措置の内容及び点検を行っ

た者の氏名を記帳する。 

3.  結果には、各々の放射線施設の状況について記帳する。 

 

 

 

４－３ 教育及び訓練に関する帳簿（第３号ト） 

 

1. 教育及び訓練の記帳項目は、年月日、項目並びに教育及び訓練を受けた者の

氏名を記帳する。 

2.  教育及び訓練の項目は、施行規則第 21 条の２第１項第４号の項目（放射線

の人体に与える影響、放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い、

放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令、

放射線障害予防規程）を記帳し、時間数についても記帳する。 

3.  施行規則第 21 条の２第２項の規定により項目の省略を行った場合は、その

理由を記帳する。



－ ５ 廃止措置中の記帳 － 
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５ 廃止措置中の記帳 

 

５－１ 密封された放射性同位元素に関する帳簿 

 

（１） 密封された放射性同位元素に関する帳簿の通則 

1. 密封された放射性同位元素に関する帳簿であることを明示する。 

2.  放射性同位元素の種類は、必要に応じて、番号、型式、ホルダー番号、製造

者名その他の放射性同位元素を特定するための情報を記帳する。 

3.  放射性同位元素の数量は、許可された又は届け出た放射能と個数を用いて記

帳する。 

4.  必要に応じて、運搬も廃止前の例にならい記帳する。 

5.  （２）及び（３）の帳簿を施行規則第 26 条第３項の廃止措置報告書に添付

する。 

 

（２） 密封された放射性同位元素の譲渡し・返還の帳簿（第７号イ、ロ、ハ） 

6. この帳簿では、密封された放射性同位元素の譲渡し及び返還について記帳す

る。 

7.  この帳簿は、廃止日等に閉鎖した管理の帳簿を繰り越した新たな帳簿を用い

ることにより記帳する。 

8.  譲渡し及び返還の記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、年月日並び

に相手方の氏名又は名称である。 

9.  相手方の氏名又は名称は、工場若しくは事業所、廃棄事業所、販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳し、許可又は届出番号についても記帳する。 

 

（３） 密封された放射性同位元素に係る廃止措置完了時の記帳 

10. 廃止措置完了時は、在庫を確認し、帳簿と照合する。 

11. 廃止措置完了後、帳簿を集計し、総括帳票を作成する。 

12. 総括帳票は、放射性同位元素の種類及び数量ごとに、放射性同位元素の種類

及び数量、廃止日等における所有個数、譲り渡した個数及び返還した個数を

記帳する（参考 17 参照）。 

13. 廃止日等における所有個数は、廃止日等に閉鎖した時の総括帳票の期末在庫

及び廃止日等において貸し出している個数を記帳する。 

14. 確実にすべての放射性同位元素が処分されたかを確認する。 

 

 

 

 

 

 



－ ５ 廃止措置中の記帳 － 
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５－２ 密封されていない放射性同位元素に関する帳簿 

 

（１） 密封されていない放射性同位元素に関する帳簿の通則 

1. 密封されていない放射性同位元素に関する帳簿であることを明示する。 

2.  放射性同位元素の種類は、必要に応じて、物理的状態、製品名その他の放射

性同位元素を特定するための情報を記帳する。 

3.  必要に応じて、運搬も廃止前の例にならい記帳する。 

4.  （２）及び（３）の帳簿を施行規則第 26 条第３項の廃止措置報告書に添付

する。 

 

（２） 密封されていない放射性同位元素の譲渡し・廃棄の帳簿（第７号イ、ロ、ハ） 

5.  この帳簿では、放射性同位元素の譲渡し及び廃棄について記帳する。 

6.  この帳簿は、廃止日等に閉鎖した管理の帳簿及び廃棄の帳簿を繰り越した新

たな帳簿を用いることにより記帳する。 

7.  廃棄の記帳は、保管廃棄、焼却、固型化及び保管廃棄した廃棄物の許可廃棄

業者への引渡しについては必ず記帳し、必要に応じて、排気及び排水につい

ても記帳する。なお、排気及び排水については、施行規則第 20 条の測定の

記録を行う。 

8.  譲渡しの記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、年月日並びに相手方

の氏名又は名称である。 

9.  相手方の氏名又は名称は、工場若しくは事業所、廃棄事業所、販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳し、許可又は届出番号についても記帳する。 

10. 廃棄の記帳項目は、放射性同位元素の種類及び数量、年月日、方法並びに場

所である。また、廃棄に従事する者の氏名についても記帳することが望まし

い。 

11. 保管廃棄をした後に許可廃棄業者へ廃棄を委託する場合、まず密封されてい

ない放射性同位元素の廃棄の記帳として保管廃棄をした旨の記帳を行った

上で、その後、汚染物としての記帳を行う。 

 

（３） 密封されていない放射性同位元素に係る廃止措置完了時の記帳 

12. 廃止措置完了時は、在庫を確認し、帳簿と照合する。 

13. 廃止措置完了後、帳簿を集計し、総括帳票を作成する。 

14. 総括帳票は、放射性同位元素の種類ごとに、放射性同位元素の種類、廃止日

等における所有数量、譲り渡した数量及び廃棄した数量を記帳する（参考 18

参照）。 

15. 廃止日等における所有数量は、廃止日等に閉鎖した時の総括帳票の期末在庫

を記帳する。 

16. 確実にすべての放射性同位元素が処分されたかを確認する。 

 

 



－ ５ 廃止措置中の記帳 － 
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５－３ 放射性同位元素によって汚染された物に関する帳簿 

 

（１） 放射性同位元素によって汚染された物に関する帳簿の通則 

1.  汚染物に関する帳簿であることを明示する。 

2.  汚染物の種類は、原則として、可燃物、難燃物、不燃物、有機液体、動物、

フィルター等の許可廃棄業者が示す廃棄物の分類を記帳し、それができない

場合は、記帳者が設定する分類を記帳する。 

3.  汚染物の数量は、汚染物を収納する容器の容積及びその個数を用いて記帳す

る。 

4.  必要に応じて、運搬も廃止前の例にならい記帳する。 

5.  （２）、（３）及び（４）の帳簿を施行規則第 26 条第３項の廃止措置報告書

に添付する。 

 

（２） 放射性同位元素によって汚染された物の発生の帳簿（第７号ニ） 

6.  この帳簿では、汚染物の発生について記帳する。 

7.  汚染物の発生の記帳項目は、汚染物の種類及び数量である（参考 19 参照）。 

8.  汚染物に含まれる放射性同位元素の種類及び数量並びに汚染物が発生した

年月日及び理由についても記帳することが望ましい。 

 

（３） 放射性同位元素によって汚染された物の譲渡し・廃棄の帳簿（第７号ホ、ヘ） 

9.  この帳簿では、汚染物の譲渡し及び廃棄について記帳する。 

10. この帳簿は、廃止日等に閉鎖した廃棄（保管廃棄）の帳簿を繰り越した新た

な帳簿を用いることにより記帳する。 

11. 譲渡しの記帳項目は、汚染物の種類及び数量、年月日並びに相手方の氏名又

は名称である。 

12. 相手方の氏名又は名称は、工場若しくは事業所又は廃棄事業所の名称まで記

帳し、許可又は届出番号についても記帳する。ただし、許可届出使用者に汚

染物を譲り渡すことができるのは、施行規則第 26 条第１項第５号ただし書

に規定する場合のみである。 

13. 廃棄の記帳項目は、汚染物の種類及び数量、年月日、方法並びに場所である。

また、廃棄に従事する者の氏名についても記帳することが望ましい。 

 

（４） 放射性同位元素によって汚染された物に係る廃止措置完了時の記帳 

14. 廃止措置完了時は、在庫を確認し、帳簿と照合する。 

15. 廃止措置完了後、帳簿を集計し、総括帳票を作成する。 

16. 総括帳票は、汚染物の種類ごとに、廃止日等における数量、発生した数量、

譲り渡した数量及び廃棄した数量を記帳する（参考 20 参照）。 

17. 廃止日等における数量は、廃止日等に閉鎖した時の総括帳票の数量を記帳す

る。 

18. 確実にすべての汚染物が処分されたかを確認する。 
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（参考１）密封された放射性同位元素の管理の帳簿の例【許可届出使用者】 

密封された放射性同位元素に関する帳簿（管理帳票） 
放射性同位元素
装備機器の種類  

核  種    

化学形等    

種
類
及
び
数
量 数  量 Bq × Bq × Bq × 

行  為  

年月日  

相手方  

運搬年月日  

運搬の方法  

荷送人  

受
入
れ
・
製
造 

運搬者／運搬委託先  

開始日  

従事する者 
（ 入 庫 時 ）  

  Bq×  ( 年 月 日)   Bq×  ( 年 月 日)   Bq×  ( 年 月 日)

  Bq×  ( 年 月 日)   Bq×  ( 年 月 日)   Bq×  ( 年 月 日)
数  量 

数量の変更 
  Bq×  ( 年 月 日)   Bq×  ( 年 月 日)   Bq×  ( 年 月 日)

方  法    

場  所    

従事する者 
（保管の期間中）    

終了日    

保 
 
 

管 
従事する者 

（ 出 庫 時 ）    

行  為    

年月日    

数  量 Bq × Bq × Bq × 

相手方／廃棄の方法    

廃棄の場所    

廃棄に従事する者    

運搬年月日    

運搬の方法    

荷受人    

払
出
し
・
廃
棄 

運搬者／運搬委託先    

備 考    

※この帳票例は注意事項 3 のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。
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（参考２）密封された放射性同位元素の使用の帳簿の例【許可届出使用者】 

密封された放射性同位元素に関する帳簿（使用帳票） 

核  種  
種 類 

化学形等  

 年月日 数  量 目  的 
使用の方法 

運搬の方法 

使用の場所 

荷受人／荷送人

使用に従事する者 

運搬者／運搬委託先 

運  搬      

使用開始  

使用終了  

    

運  搬  

 

    

運  搬      

使用開始  

使用終了  

    

運  搬  

 

    

運  搬      

使用開始  

使用終了  

    

運  搬  

 

    

運  搬      

使用開始  

使用終了  

    

運  搬  

 

    

※事業所外使用を行わない事業所等は運搬の欄は必要ない。 

※この帳票例は注意事項 3のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。
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（参考３）密封された放射性同位元素の総括帳票の例【許可届出使用者】 

密封された放射性同位元素に関する帳票（総括帳票） 

受入等個数 払出等個数 

種
類 

数
量 

期
首
在
庫 

受
入
個
数 

製
造
個
数 

小 
 

計 

払
出
個
数 

廃
棄
個
数 

そ
の
他
保
管

終
了
個
数 

小 
 

計 

数
量
の
変
更
に

よ
り
増
減
し
た

個
数 

期
末
在
庫 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

※この帳票例は注意事項 3 のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。
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（参考４）密封されていない放射性同位元素の管理の帳簿の例【許可使用者】 

密封されていない放射性同位元素に関する帳簿（管理帳票） 

核  種  
種 類 

化学形等  

受入れ又は払出し等 保管 事業所外運搬 

年月日 受入 
数量 

製造 
数量 

払出 
数量 

減衰 
補正 
数量 

相手方
入庫 
数量 

出庫 
数量 

保管 
数量 

方法 場所 
従事 

する者
運搬の
方法 

荷受人
／ 

荷送人

運搬者
／

運搬委託先

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

合 計        

※この帳票例は注意事項 3のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。
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（参考５）密封されていない放射性同位元素の使用の帳簿の例【許可使用者】 

密封されていない放射性同位元素に関する帳簿【使用帳票】 

核 種  
種 類 

化学形等  
年 月 日 

数量 目的 方法 場所 従事する者 

0
9
/
0
4
/
0
1
 

0
9
/
0
4
/
0
2
 

0
9
/
0
4
/
0
3
 

0
9
/
0
4
/
0
4
 

0
9
/
0
4
/
0
5
 

0
9
/
0
4
/
0
6
 

0
9
/
0
4
/
0
7
 

 
           

 
           

 
           

 
           

期首から
の合計 

 
 

一日使用数量
       

※この帳票例は注意事項 3のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。 
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（参考６）密封されていない放射性同位元素等の廃棄の帳簿の例【許可使用者】 

密封されていない放射性同位元素に関する帳簿（廃棄帳票） 

管 理 番 号  容器の種類  

放射性同位元素によって 
汚染された物の種類 

 
放射性同位元素によって
汚染された物の数量 
（容器の容積） 

   Ｌ 

廃棄の方法  

廃棄の場所  

従事する者  

許可廃棄業者への引渡日  

 

放射性同位元素の種類（核種）／数量（Bq） 
年月日 

        
備 考 

          

          

          

          

          

          

          

          

合計数量          

 

放射性同位元素の数量の算定方法： 

 

※この帳票例は注意事項 3のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。
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（参考７）密封されていない放射性同位元素等の総括帳票の例【許可使用者】 

密封されていない放射性同位元素等に関する帳簿（総括帳票） 

密封されていない放射性同位元素 

種  類 受入等数量 払出等数量 

核
種 

化
学
形
等 

期
首
在
庫 

受
入
数
量 

製
造
数
量 

小
計 

払
出
数
量 

使
用
数
量 

減
衰
補
正
に

よ
り
減
少
し

た
数
量 

小
計 

期
末
在
庫 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

放射性同位元素によって汚染された物 

可燃物 50Ｌ ×   本 難燃物 50Ｌ ×   本 

不燃物 50Ｌ ×   本 非圧縮性不燃物 50Ｌ ×   本 

無機液体 25Ｌ ×   本 有機液体 25Ｌ ×   本 

動物 50Ｌ ×   本 フィルター Ｌ 

その他 Ｌ  

※この帳票例は注意事項 3 のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。
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（参考８）密封された放射性同位元素の管理の帳簿の例【届出販売業者・届出賃貸業者】 

密封された放射性同位元素に関する帳簿（管理帳票） 
放射性同位元素
装備機器の種類  

核  種    

化学形等    

種
類
及
び
数
量 数  量 Bq × Bq × Bq × 

行  為  

年月日  

相手方  

運搬年月日  

運搬の方法  

荷送人  

譲
受
け
・
回
収
・
賃
借 

運搬者／運搬委託先  

委託開始日  

委託終了日    

数  量 Bq × Bq × Bq × 

保 
 

管 

委託先    

行  為    

年月日    

数  量 Bq × Bq × Bq × 

相手方    

廃棄委託先    

運搬年月日    

運搬の方法    

荷受人    

販
売
・
譲
渡
し
・
返
還
・
賃
貸
・
廃
棄 運搬者／運搬委託先    

備 考    

 

※この帳票例は注意事項 3 のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。 
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（参考９）密封された放射性同位元素の賃貸の帳簿の例【届出賃貸業者】 

密封された放射性同位元素に関する帳票（賃貸帳票） 

種類 数量 賃貸した年月日 回収した年月日 相手方 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※この帳票例は注意事項 3 のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。



 

 35

（参考 10）密封された放射性同位元素の総括帳票の例【届出販売業者】 

密封された放射性同位元素に関する帳票（総括帳票） 

種類 数量 
期首における 
保管委託個数 

譲り受けた個数
（譲受け・回収・賃借）

販売個数 
その他譲り渡
した個数 

（譲渡し・返還・賃貸） 

期末における
保管委託個数

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

※この帳票例は注意事項 3 のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。 
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（参考 11）密封された放射性同位元素の総括帳票の例【届出賃貸業者】 

密封された放射性同位元素に関する帳票（総括帳票） 

種類 数量 
期首における 
保管委託個数 

譲り受けた
個数 

（譲受け・回収・賃借）

賃貸した
個数 

現に賃貸
している

個数 

譲り渡した
個数 

（譲渡し・販売・返還） 

期末における
保管委託個数

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

※この帳票例は注意事項 3 のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。
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（参考 12）密封されていない放射性同位元素の管理の帳簿の例【届出販売業者】 

密封されていない放射性同位元素に関する帳簿（管理帳票） 

核  種  
種  類 

化学形等  

譲受け又は販売その他譲渡し 保管の委託 事業所外運搬 

年月日 譲り受けた数量
（譲受け・回収・賃借） 

販売 
数量 

その他譲り渡
した数量

（譲渡し・返還・賃貸）
相手方 

保管 
委託数量 

保管の委託先 運搬の方法 
荷受人 

／ 
荷送人 

運搬者 
／ 

運搬委託先 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

合  計    

※この帳票例は注意事項 3のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。
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（参考 13）密封されていない放射性同位元素の総括帳票の例【届出販売業者】 

密封されていない放射性同位元素に関する帳簿（総括帳票） 

種  類 

核種 
化学 
形等 

期首における 
保管委託数量 

譲り受けた数量
（譲受け・回収・賃借）

販売数量 
その他譲り渡
した数量 

（譲渡し・返還・賃貸） 

期末における
保管委託数量

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

※この帳票例は注意事項 3 のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。
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（参考 14）放射性同位元素等の管理の帳簿（容器管理用）の例【許可廃棄業者】 

放射性同位元素等に関する帳簿（管理帳票） 

管 理 番 号  

容器の種類  

放射性同位元素によって
汚染された物の種類 

 

放射性同位元素によって汚染 
された物の数量（容器の容積）      Ｌ 

種類 数量 種類 数量 

    
放射性同位元素の 

種類・数量 
    

行為  

年月日  

相手方  

運搬年月日  

運搬の方法  

荷送人  

受
入
れ
・
詰
替
え
等 

運搬者／運搬委託先  

開始日  

終了日  

方  法  

場  所  

保
管 

従事する者  

行  為  

年月日  

相手方  

相手方／廃棄の方法  

廃棄の場所  

廃棄に従事する者  

運搬年月日  

運搬の方法  

荷受人  

払
出
し
・
廃
棄
・
詰
替
え
等 

運搬者／運搬委託先  

開始日  

終了日  

方  法  

場  所  

保
管
廃
棄 

従事する者  

備 考  

※この帳票例は注意事項 3 のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。
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（参考 15）放射性同位元素等の管理の帳簿（容器管理以外用）の例【許可廃棄業者】 

放射性同位元素等に関する帳簿（管理帳票） 

放射性同位元素によって 

汚染された物の種類 
 

放射性同位元素の種類  

受入れ又は払出し等 保管・廃棄 事業所外運搬 

年月日 
受入 
数量 

保管を開
始した数
量（受入以外） 

払出 
数量 

受入れ又
は払出し
の相手方 

保管 
数量 

廃棄 
数量 

方法 場所 
従事する

者 
運搬の 
方法 

荷受人 
／ 

荷送人 

運搬者 
／ 

運搬委託先 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

合計       

※この帳票例は注意事項 3のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない
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（参考 16）放射性同位元素等の総括帳票の例【許可廃棄業者】 

放射性同位元素等に関する帳簿（総括帳票） 

放射性同位元素に

よって汚染された

物の種類 

受入数量 払出数量 保管数量 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※この帳票例は注意事項 3 のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。
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（参考 17）密封された放射性同位元素の総括帳票の例【廃止措置】 

密封された放射性同位元素に関する帳票（総括帳票） 

種類 数量 
廃止日等における 

所有個数 
譲り渡した個数 返還した個数 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※この帳票例は注意事項 3 のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。 
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（参考 18）密封されていない放射性同位元素の総括帳票の例【廃止措置】 

密封されていない放射性同位元素に関する帳票（総括帳票） 

種  類 

核種 
化学

形等 

廃止日等における 

所有数量 
譲り渡した数量 廃棄した数量 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※この帳票例は注意事項 3 のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。
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（参考 19）放射性同位元素によって汚染された物の発生帳簿の例【廃止措置】 

放射性同位元素によって汚染された物に関する帳票（発生帳票） 

種  類 数  量 

  

  

  

  

  

  

  

※この帳票例は注意事項 3 のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。 

 

 

 

（参考 20）放射性同位元素によって汚染された物の総括帳票の例【廃止措置】 

放射性同位元素によって汚染された物に関する帳票（総括帳票） 

種類 
廃止日等 
における 
所有数量 

発生した数量 譲り渡した数量 廃棄した数量 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※この帳票例は注意事項 3 のとおり参考であり、このような形式をとる必要はない。 


